
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年８月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年１０月９日 １９時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県奄美
あ ま み

市アヤマル埼南南東方沖 

アヤマル四等三角点から真方位１６２°１.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２８°２７.３′ 東経１２９°４３.５′） 

事故の概要  漁船珠治
し ゅ じ

丸は、西進中、浅礁に乗り揚げた。 

 珠治丸は、船底部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１０月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（那

覇事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 珠治丸、３.７トン 

 ＫＧ３－２１９２３（漁船登録番号）、個人所有 

 ８.５５ｍ（Lr）×２.４０ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６９.９０kＷ、昭和５９年７月２２日 

 第２９５－２３９１３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５３年１２月８日 

  免許証交付日 平成２９年３月６日 

         （令和５年２月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底部外板に破口、亀裂、擦過傷等（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.１ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、はまだい
．．．．

漁を行う目的で平成３０

年１０月９日０６時００分ごろ奄美市宇宿
うしゅく

漁港を出港し、０７時３０

分ごろ鹿児島県奄美大島と同県喜界島の中間付近の海域に到着後、 

１７時３０分ごろまで操業を行った後、宇宿漁港に向けて帰航を開始

した。 

 本船は、船長が、操舵室内中央の椅子に腰を掛け、約７ノットの対

地速力でＧＰＳを作動させて自動操舵により西進した。 

船長は、帰航を開始してから約４０分後に眠気を感じ始め、いつし
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か居眠りに陥った。 

本船は、船長が、１９時００分ごろ目を覚ましたところ、アヤマル

埼南南東方沖の浅礁に接近していることに気付き、主機を後進とした

ものの、船尾付近にうねりを受けて圧流され、同浅礁に乗り揚げた。 

船長は、主機を後進として自力での離礁を試みたが、船体が動か

ず、離礁させることができなかったので、家族に携帯電話で連絡し、

家族から所属の漁業協同組合に救助を要請させた。 

船長は、２１時００分ごろ本船の係留索を１本使用して本船の船固

めを行った上で、本船から降りて浅礁域を歩いて帰宅した。 

本船が乗り揚げた浅礁付近にあるホテルの従業員は、１０日０９時

４０分ごろ無人で乗り揚げている本船を発見し、１１８番通報を行っ

た。 

奄美海上保安部の巡視船及び同部陸上班は、本船に到着して調査し

たところ、船長が無事に本船から降りて帰宅していることを確認し

た。 

本船は、本事故後、船長手配の移動式クレーンによって陸側に吊
つ

り

上げられて宇宿漁港に搬送され、後日、廃船処分とされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

船長は、約３０年間の本船の操船経験があり、本事故発生場所付近

の地形を熟知していた。 

本船は、竣工時より操舵室に椅子がなく、船長が、以前は立って操

船を行っていたが、本事故の約５か月前に椅子を設置され、本事故当

時、船長が、椅子に腰を掛けて操船を行っていた。 

船長は、操業を終えた後で疲れており、椅子に腰を掛けて自動操舵

で操船を行っていたので、居眠りに陥ったと本事故後に思った。 

船長は、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、アヤマル埼南南東方沖を西進中、単独で椅子に腰を掛けて

自動操舵で操船に当たっていた船長が、居眠りに陥ったことから、同

じ進路及び速力で航行を続け、アヤマル埼南南東方沖の浅礁に乗り揚

げたものと考えられる。 

船長は、操業を終えた後で疲れており、単独で椅子に腰を掛けて自

動操舵で操船に当たっていたことから、居眠りに陥ったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、アヤマル埼南南東方沖を西進中、単独で

椅子に腰を掛けて自動操舵で操船に当たっていた船長が、居眠りに陥



- 3 - 

ったため、同じ進路及び速力で航行を続け、アヤマル埼南南東方沖の

浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・操船中に眠気を感じた場合は、椅子の使用を控え、外気に当たっ

たりするなどして居眠りの防止措置を採ること。 

 ・船長は、船舶事故等が発生した場合は速やかに海上保安庁に連絡

すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

事故発生場所 

（平成３０年１０月９日 

 １９時００分ごろ発生） 

 

☆ 

※国土地理院ウェブサイト地理院地図使用 

 

アヤマル四等三角点 

宇宿漁港 

アヤマル埼 

操業場所 鹿児島県 

奄美市 

喜界島 

☆ 

０ ２Ｍ 

本船の航路 


